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【引受保険会社】
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農林水産部 営業第一課
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ＴＥＬ：０３－３５０４－２３３７
ＦＡＸ：０３－３５９５－３９８１

「農業研修生総合保険」
農業研修中の農機具のお取り扱いについて

就農研修生、受け入れ先農家の皆さまへ

農機具の操作誤りによって、高額な保険金支払いが発生しております。下記に事
故事例、注意事項を記載しますので、農業研修生、受け入れ先農家様におかれま
しては、農機具の取扱いについて、ご注意ください。

事故例

借用している農機具を使用中に
ごみや小石を巻き込んでしまい、故障した。

草刈り機を使用中、地面の石が跳ねて
走行中の車に当たり、賠償を求められた。
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このチラシはあくまで施設賠償責任保険の事故例について説明したものです。詳しい補償内容はパンフレットとあわせて
ご覧ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または共栄火災営業店までお問い合わせください。

農機具を操作中、操作方法を誤って
農機具を横転させてしまい、故障させた。
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注意事項

故障原因となるごみや石を指差し確認し
取り除いてから作業を行う。

研修生が農機具の操作に慣れるまで
一人で作業をさせない。

草刈り機を使用する際には、事前に
周囲の状況を確認してから作業を行う。

(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険)

農機具の異常に気付かないまま作業
を続行し、農機具が壊れた。

受け入れ先農家様による作業の事前
確認と十分な説明を行う。

近年、作業の事前確認・指導不足による事故が増加しております。
受け入れ先農家様におかれましては、研修生に依頼する作業について
事前の確認・指導を徹底し、事故を未然に防ぐようお願いいたします。

※加入パターンによっては、農機具の故障が補償対象外の場合があります。
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